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高知県感染症予防計画 (結核対策編 )

高知県結核予防計画

―第 2次高知県結核根絶計画一

平成 17年 3月  策定

1 高知県の結核動向

‖ 結核対策パ ッケージの概要

Ⅲ その他の重要な対策

Ⅳ 進捗状況の評価 (中 間評価 )

畑県における結核対策パッケー

1 接触者検診の強化

‖ 院内感染対策

‖ DOTS推 進による患者管理の向上

lV 適正医療の普及      ‐

V 効果的な定期健康診断 二BCG接 種に向けての支援

Ⅵ 結核予防意識の普及と対策推進のための情報活動 (ア ドボカシー活動 )

語の解説



今 日まで、結核を取 り巻く状況は、医学 。医療の進歩、公衆衛生水準の向上等によ り著 しく

変化 し、現在は、かつての青少年層の結核単独かつ初感染発病を中心とした罹患から一変 し、

既感染の高齢者の罹患が中心となっています。

また、高齢者 のみな らず、一部の大都市等の特定の地域において、高発病、遅発見、治療中

断、伝播高危険等の要素を同時に有 している住民層の存在についても疫学的に明らかになつて

いるとともに、学校等での若年層の集団感染の発生も危惧されています。

.こ のような結核を取 り巻く状況の変化を踏まえ、県では、結核予防法 (昭 和 26年法律第 96

号。以下「法」という。)第 3条の 3に 基づき厚生労働大臣が定めた結核の予防の総合的な推進

を図るための基本的な指針 (平成 16年 10月 18日 厚生労働省告示第 375号 (以 下「基本指針」

という。)に即 してt法第 3条 の 4の 規定により高知県結核予防計画 (第 2次高知県結核根絶計

画)(以下 「根絶計画」という。)を 策定 しま した。     ,
この根絶計画は、第 1次 高知県結核根絶計画 (平成 11年 3月 策定)に 基づく取 り組みの成果

を踏まえ、結核患者等への人権に配慮 しつつ、結核の発生の予防及びその蔓延の防止、結核患

者に対する良質かつ適正な医療の提供、人材育成、啓発や知識の普及とともに、県と関係団体

の連携と役割分担を明確にし、結核対策を総合的に推進することにより、結核感染の連鎖を断

ち切 り、今結核 と闘っている人々が全員治療を完了され、本県から一 日も早く結核が根絶され

ることを目標に策定 したものです。

今後は、基本指針並びにこの根絶計画が一体となって結核対策が進め られることが必要であ

り、また、状況変化等に的確に対応するために、基本指針が変更された場合及び本県の結核事

情 に大きな変化が生 じた場合は、根絶計画を再検討 し、必要があると認めるときはこれを変更

するものです。

高知 県 の結 核 動 向

1.現状と課題

1)高 知県の人口 10万人当た りの全結核罹患率は平成 15年 (2003年 )23.9で あ り、昭和

42年以来 36年振 りに全国平均 (24.3)を 下回つています。

2)罹患率の平成 11年か ら平成 15年 の 5年間年平均減少率は、全国平均 7.1%を 上回る

8.6%の減少率を示 しています。

3)新登録患者:に 占める 70歳以上の高齢者の割合は 56.5%と 過半数を上回つてお り、全国

平均 42.9%よ り多い状況です。



結核疫学指標の推移H6-H15
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(図 1:結核疫学指標の推移 )
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2.目 標

大 目標 :全結核罹患率の年平均減少率を 6%と し、平成 16年から平成 20年の 5年間で平
成 15年罹患率 23.9の 70%に あたる 16.7以下にする。

‖ 結依対策パ ッケージの概要

大 目標に掲げた結核罹患率の減少を実現していくための対策として、次に示す 6つ の柱
を立てました。
1)接触者検診の強化、2)院 内感染対策、3)DOTS推進による患者管理の向上、
4)適正医療の普及、5)効 果的な定期健康診断・BCG接 種に向けての支援、
6)結核予防意識の普及と対策推進のための情報活動 (ア ドボカシー活動 )



さらに、これらが同時に達成され総合的に効力が発揮されるよう、各柱に対する平成 20

年までの達成目標と戦略を掲げ、F高 知県における結核対策パッケージ」としてまとめま

した。

今後は、すべての関係者及び機関がこの「パッケージ」に示された達成目標を意識しな

がら、結核患者等の人権に配慮しつつ、結核対策を展開していくこととレます。

ll: この他 の重要な対策

本「パッケージ」に掲げたもののはか、結核発生動向調査の体制等の充実強化も図つて

いきます。

結核の発生動向情報は、まん延状況の監視情報のほか、発見方法、発見の遅れ、診断の

質、治療の内容や成功率、入院期間等の結核対策評価に関する重要な情報を含むものであ

るため、確実な情報の把握及び処理その他精度の向上に努めていくこととします。

Ⅳ 進捗状況 の評価 (中間評価 )

当該計画は平成 20年 までの 5カ 年計画ですが、取り組みの進捗状況について、平成 18

年度末を目途に結核対策に関する学識経験者の助言を得ながら検証及び中間評価を行うも

のとします。これらの評価に基づき、必要があると認めるときは当該計画の修正あるいは

変更を行うなどして、状況に応じたタイムリーな対策を実施していくこととします。
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大目標 :全結核罹患率の年平均減少率を6%と し、平成 16年から平成20年の5年間で平成15年罹患率 23.9の 70%に
あたる16.7以下にする。

活動 現状と課題 中目標 靭

①接触者検

晨勿α月凄イヒ

鰤 撚 者中接触者検診で

発見された者の割合は、

H15年平均40%陰口 :3.3"

結核定期外健康診断に関する処理基準

及び保健所における結核対策強化の手

引きに沿った検診の実施を徹底する。

新登録肺結核患者の接触者検診発見率

を5%以上を維持する。

関係機関、施設等との連携強化lこよる患者と接触者の

略 躍

集日腱鞣勁動 る船 |〔」酪田部喘凝検論 を離

ー
②院内感染

嫌

全国における院内、施設内感染事

例の散発

県内のニアミス事例の発生

医療機関での結核集団感染をゼロにす

る。

感染者の的確な把lEと早期耐応

院内感染対策委員会における結核対策の充実

看設 、中 への 2段踏法ツベノ%ア リン反応

…医療従事者の艤亥発生モニタリングの実施

医療機関、高齢者施設等への結核予防意識の普及

∞ TS離

による患者

管理の向上

社会的弱者への糸吉核患者の偏在

イヒ 集中化

コホート調査では、「治療成功」

694%(全国 :538%)、 「その他

135%(全嘔]:97%)、 町割儒失敗・

中断」3.0%(全国 :48%)

県内の院内 DOTS実施医療機関 :2

麟

初回面接時から治療完了まで一貫した

服薬支援計画のもと支援を行い、特に喀

痰塗抹陽性肺結核患者に対する直接服

輔 台票率を95%以上、島割前夷功」

を 8o%以上、「そ咄 を8%懸t胎
療失敗 。中断」をゼロにする。

保健師による早期初回面接の強化と標準化

服薬継続リスクアセスメントの実施

願 DOTS研鎚

嚇 DOTSの鍵

00TSカ ンファレンスの実施

コホート分析による治療の評価

県下統=服薬手帳等による服薬支援

④適正医療

の普及

牌

…H15        者中の HRZ

を含む 4剤使用率 39.6%l‐ l:

504%}、 HRを含む 3剤使用率 53.

0%(全国:361%)、 HR2剤使用率 6.

0%(全国 :3.3%)、 1剤使用率00%
栓国 :04%)

H16年 7月 に改正された 曜影直源の基

均 に則り、初回治療4剤の普及を図り、

新己彗剥臨賠杉礎調察D4甜癬 を 50%

以上にする。

結核診査t傷謡賭蟄σ】麟猜壼強化

合¨ 開催

医塀鶏割関と刺

⑤効果的な

定期健康診

断・BCG接種

に向けての

媛

H15年度高知県の定期健康診断受

詳 311%、 ¬ 囲 長 霧 辞 0.

007%、 乳幼児のツベルクリン反応

緩 診率 87.8%、 中

診率89.1%

乳児のBCG接種率を6ヶ月時点で 90%、

1歳時点で95%以上にする。

施設入所者受診率を95%以上にする。

事業所における健康診断及び 65歳以上

の           を向上する。

生後6ヶ月までのBCGl難動味旗努とυ轄種機会が日呆

並びに接種医への技術支援

寝たきり者等の胸部 X線検査受診が困難な者に対す

る¨ 用

広報等の活用による定期健康診断受診率向上のため

嚇

⑥結核予防

意識の普及

と対策推進

のための情

報活動 (ア

ドポカシー

活動)

結核セミナーの開催

地域の施設等に対する保健所出前

設 、   糸虐ヨリぞE月1彦髪fゃθワ 離

医師会報に高知県結核ニュースの

定期掲載

医療機関、高齢者施設、市町村t学校等

の自主的取り組みを支援する。

医療機関の診断及び届出の遅れ短縮の

ための啓発を強化する。

雌 ハイリスク者への割劇媛 診

の啓発を強化する。

乳児のBCG接種の周知徹底を行う。

DOTSの普及啓発を行う。

結核対策に関する情報のフィードバックの推進

人材詢 ため¨ 拠 費 の成果の活用

医師会、市町村、国 劃熟 高齢者施設等に対する啓

発         ´

医師会等剛細 との連携

DOTSの推進



l 持 触 者 慣 診 の強 化

1.現状と課題

i)新登録肺結核患者の中で接触者検診で発見された者の H15年 までの 5年 間平均の割合は、

62%と 全国平均の 3.3%を 上回つています。

L 定期外検診で発見された新登録肺結核患者の割合
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(図 3:定 期 外 検 診 で 発 見 され た 新 登 録 肺 結 核 患 者 の 割 合 )

2)す べての症例 に重要度 ランクを付 け、定期外検診のガイ ドライ ンに従 った検診 を実施 して

います。

重要度ランク別の患者一人当たり検診対象者数

患者の重要度ランク

巌重要
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(図 41患 者の重要度 ラ ンク ) (図 5:重 要 度 ラ ンク別 の 患 者 一 人 当た りの検 診 対象 者 )

2.目 標

中 目標 :新登録肺結核患者 の接 触者検診 における発見率 5%以 上 を維持する

l)結核定期外健康診 断 に関す る処理基準及び保健所 における結核対策強化の手引きに従 った

検診 を実施する。     '

3:戦略

1)関係機 関、施設等 との連携強化 による患者 と接触者の的確な把握

2)集 団感染が疑われる場合の発生時対策検討会の開催

3)接触者検診の徹底

*1)～ 3)に ついて、患者等の人権 に配慮 しつつ、‐保健所が主体 とな り、関係機関と連携を取

りなが ら実施す る。

5                                  
′



:i院内 感 染 対 策

1.現状と課題

1)全国では、平成 9年 から 12年 を ピークに、近年の院内集団感染事例発生数は減少 していま
すが、毎年数件の事例が散発 しています。

表 1 全 国の院内集団感染事例発生数の推移

※結核集団感染の定義について  ´

同一の感染源が、 2家 族以上にまたが り、 20人 以上 に結核を感染させた場合をいう。

ただ し、発病者 1人 は 6人 が感染 したものとして感染者数を計算する。

高知県では、平成 12年 8月 に療養型病床の医療機関で要治療 15名 、予防内服 12名 の事例
が報告されています。

2)院 内感染を疑い対応 した事例数は増加 しており、介護を要する高齢者が病院や施設等で結

核を発病 しています。

表 2 高知 県の院内感染を疑 い対応 した事例数

年

疑 い事例件数 6 ０
４ 1 1 19 8

高 知 県 の 平成 15年 度 にお ける院 内感 染ニ ア ミス事 例 (病 院・施 設等 )

(事 例 1)免疫抑制治療の リスクを持っ高齢者が入院中に結核を発見 された事例

1.患 者 :70歳 代女性

2.発 見 までの経過 :3年 前 よ り間質性肺炎 にて A病 院外来でステ ロイ ド治療 中。咳、痰は持続 し

て いた。 1月 上旬よ り微熱 出現 し、痰の性状や色が変わ ってきた。 2月 上旬 、呼吸困難出現 しA
病院受診 し、肺炎の診断で入院。

3月 中旬、喀痰検査の結果塗抹検査 GO号 、MTD(+)で 肺結核 と診断。 専門医療機関に転院

とな る。

3.発 見 時の病状 :病 型 b‖ 2、 感染危険度 12.5(G5号 × 2.5ヵ 月)最重要   .
4.対 策 :接触のある職員 に 2ヵ 月後のツ反実施 、強陽性者 (ベ ースラインと比較 )5名 に予 防内

服 を勧奨。

職員及び同室の入院患者 に胸部 X線 検査 にて定期的 フォロー

年

件 数 2 4 7 10 12 14 9 4 未発表

(事 例 2)看 護師が排菌 していた事例

1.患者 :30歳 代女性

2.発 見 までの経過 :年 1回 の定期健康診断受診においては未発見。有症状時受診。発病か ら初診

まで 4ヵ 月。初診か ら診断まで 1日 。

3.発 見時の病状 :病 型 :‖ 2、 感染危険度 16(G4号 ×4ヵ 月)最重要

4.対策 :接 触者への定期外健診を 63名 に実施 し、全員が受診。予防内服 1名 。



3)看 護師の結核発病 リスクは、一般の 2倍 以上で、特に若年者で高くなっています。

また、高 知県では、新登録患者数が全体として減少 している中で、看護師の発病は減少 して

いません 。

表 3 高知県 の職業 別新登録患者数よ り

年 H14

看護師等 4 7 3 15 6 5 3 8 8 5

総 数 414 390 304 299

4)看護学 校等 にお ける 2段階ツベル ク リン反応検査実施の現状

県内の看 護学校等 12校 に行 つた「2段 階ツベルク リン反応検査実施状況調査 (H16年 7月 )」

結果では 、過 半数の学校が学生 に対 しツベルク リン反応検査 を 2段階法で実施 しています。

2.目 標

第一次 中 目標 :医 療機関での集団感染をゼロにする i

l)感染者 の的確な把握 と早期対応

2)喀 痰塗抹陽性患者の診断確定までの経過を明 らか に し、院内感染発生防止 に努める。

3.戦略

1)ハ イ リス ク患者 の入院時における結核スク リーニ ングの徹底

2)胸 部 X線有所見 時 における喀痰塗抹検査実施の徹底

3)看 護学生 、医療従事者 への 2段 階法 ツベルク リン反応検査の推進

4)医 療従事者 の結核発生モニタ リングの実施

5)医 療機 関、高齢者施設等への結核予防意識の普及

来1)、 2)につ いて 、適 時保健所等 と連携 を図 りなが ら、 医療機 関が実施。 また、 3)～ 5)

につ いて は 、保 健 所 が 主体 とな り実施 す る。



Ⅲ DOTS推 進 に よ る患 者 管 理 の 向 上

1。 現状と課題

1)全 国的に、社会的弱者への結核患者の集中・偏在化が進んでいます。

高知県の平成 14年度の生活保護率 1.8%に 対 し、平成 15年新登録患者に占める生活保護率
は 7.9%と 高い割合になっており、社会的・経済的弱者への患者の偏在が見られます。

2)コ ホー ト調査における平成 14年 の成績は、「治療成功169.4%(全 国 53.8%)、 「その他」13.5%
(全 国 9.7%)、 「治療失敗 。中断」30%(全 国 4.8%)と なっています。

「
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コホート観察結果(H14高知県) コホート観察結果(H14全 国)
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(図 6:H14年 コホー ト調査結果一高知県 )
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3)県 内の結核病床を持つ医療機関 11施 設 に行な った「院内 DOTS実施状況調査 (H16年 7月 )」

結果では、直接監視下服薬を行な って いるとした医療機関は 2施 設あ り、理解力や ADLに 問

題がある患者 については全期間 DOTと し、他の患者 については段階的に自己管理 に移行 して

います。DOTSカ ンファレンスを行な って いる医療機関は 5施設あ りますが、保健所が恒常的

には参加できていません。また、DOTSに ついてスタ ッフが研修を受けた ことがある施設は 2

施設ですが、保健所 と DOTS勉 強会 を開催することについて 6施 設が意欲的であ り、医療機

関 と保健所 との協力体制が DOTSの 推進の鍵 とな ります。

2.目 標

中 目標 :初 回面接時か ら治療完了まで一貫 した服薬支援計画の もと支援を行 い、特 に喀痰塗抹

陽性肺結核患者に対する直接服薬確認治療率を 95%以 上、「治療成功 Jを 80%以 上、「その他」
を 8%以 下、「治療失敗・ 中断」をゼロにする。

3.戦 略                                      ′

!)保 健師による早期初 回面接の強化 と標準化

2)入 院中に医療機関スタ ッフと保健所スタ ッフが服薬継続 リスクアセスメン トを行い、‐貫
した服薬支援計画 を作成 し、治療完遂 まで支援する。 (地 域 DOTSの 推進 ).

3)院 内 DOTSの 推進

4)DOTSカ ンファレンスの実施                          ｀

5)コ ホー ト分析による治療の評価

6)県下統一服薬手帳等を使用 し、医療機 関に提示 した上で医療開始か ら終了まで、服薬支援

す る。               .
*1)は、保健所において実施.2)～ 6)に ついては、保健所が積極的に調整を行いながら、

医療機関等と相互の連携により、活動を実施する。いずれも、患者等への説明責任を果たし、
同意を得たうえで、人権に充分配慮 しながら実施する。
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(図 7:H;4年 コホー ト調査結果―全国 }



iV適正 医 療 の普 及       :

1.現状と課題

1)高 知県における平成 15年新登録肺結核患者の HRZ及 び SM(又 は [3)の 4剤 治療率は 39.6%

で、全国平均の 504%と 比べ低率となっています。

また、HR及 び SM(又 は EB)の 3剤 治療率は 53.0%(全 国 36.1%)、 HR2剤 治療率 6.0%(全

国 33%)と なっています。

2)平成 15年新登録患者のうち喀痰塗抹陽性肺結核患者に対する 4剤治療率は 50.9%で 、

平均の 58.9%を 下回つています。

肺結核患者に対する4剤治療の割合% 喀痰塗抹陽性肺結核患者に対する4剤治療

日高知県

口全国

348  34

Hll   H12   H13   H14   H15

(図 8:肺結核患者 4剤 治療率の年次推移}(図 喀痰塗抹陽性肺結核患者 4剤 治療率の年次推移 )

2.目 標

中 目標 :平成 i6年 7月 に改正 された 「結核医療の基準」 に貝りり、新登録全肺結核患者の 4剤

治療率 (初 回 2ヶ 月 PZA使 用 )を 50%以 上 にする。

3.戦 略

1):結核診査協議会の機能強化を図りt「 結核医療の基準」を推進する。

2)合 同診査会の開催

3)医 療機関との連携強化

*医療機関、は、早期に適正な医療の提供に努める。

また、保健所においては、結核診査協議会を十分に機能させることで、良質で適正な医療の

普及に努める。いずれも、患者等の人権に配慮したうえで、行政 。医療機関相互の連携によ

り推進する。

卸
　　「‐の割合%



V 効果的な定期健康診断 OBCC持種に向l十 ての支援

1。 現状と課題

1)全 国的に定期健康診断の受診率は低 <、 高知県で も平成 16年 度は 37.1%と な ってお り、

中で も 16歳 以上の一般住民受診率 327%、 事業所 における受診率は 35.6%と 低率です。こ

の うち、 16歳 以上の一般住民発見率は、0.007%と な っています。

2)乳幼児の平成 15年 度ツベルク リン反応検査受診率は 878%で 、対象乳幼児の 10%強が、

BCG接種の機会を逃 しています。

3)県 内の高齢者施設等入所者の受診率は、89.1%と な っています。

4)高 齢者の既感染率は 65歳でほぼ 50%に 達すると推計 され、定期健康診断における発見は重

要 とな っています。  ‐

% 乳
響

児ッベルクリ
鷹曇健錨

査受診率の推移 %    施蓄入¬喜罵浴声9推移
100
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80

93.5

87.6          レヽ87

Hll   H12   H13   H14   H15

100

95

90

85

80

Hll   H12   H13   H14   H15
'   年度 年度

{図 10:乳 幼 児 ツベル ク リン反応検査受診率の推移 }(図 11:施 設入所者の定期健康 診断 受診率の推移 |

2.定期健康診断対象者の設定

平成 17年 4月 施行の‐部改正法に基づき、従来の一律的・集団的健康診断から、リスク評価
を重視した効率的な健康診断へと転換します。      ′

対象者は、本県の実状に応 じて下表のとおり設定 します。

表 4 改 正 法 施 行 後 の 定 期 健 康 診 断 一 覧 表

象対 期定

◆学校 にお ける健康診 断 高校生 、大学生等 入学 時 1回

◆施設の入所者 に対す る健康診断  刑務所

″      社会福祉施設 (老 人ホーム、障害者施設等 )

20歳 以上毎年度 1回

65歳 以上毎年度 1回

◆事業所 における健康診断

学校、病院、診療所、助産所、老健施設、社会福祉施設 の従事者 毎年度 1回

◆市町村 における健康診断  65歳 以上 毎年 度 1回

◆ BCG接 種       生後 6月 まで に 1回 (や む を得 な い場合は 1歳 まで )

3.目 標

1)乳 児の BCG接 種率 を生後 6ヶ 月時点で 90%、 1歳 時点で 95%以 上 にす る。

2)施 設入所者受診率 を 95%以上 にする。

3)事 業所健診及 び 65歳以上の高齢者の住民健康診 断受診率を向上する。
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4.戦 略

1)生 後 6ヶ 月までの BCG接種の勧奨及 び接種機会 の確保並び に接種医への技術支援

2)寝 たき り者等の胸部 X線検査受診が困難な者 に対す る喀痰検査の活用

3)広 報等 の 活用 による定期健康診断受診率 向上 のための啓発

*定 期健康診断の実施主体である市町村あるいは事業所等 において、対象者 に確実 に健康診断

を実施 す る。

また、保 健所 においては、適時・適切な助言、啓発等 を行 い、 これ らを支援する。



Vi結核予賄意識の普及こ対策推進のための情報活動 (アドポカシー活動 )

1.現 状 と課題

1)高 知県医師会報に高知結核三ュ_ス を掲載するとともに、平成 7年から結核セミナニを継続
実施することにより、関係機関の連携強化と知識の普及に努めています。

表 5 高知県医師会報へ掲載 「高知結核ニ ュース」のテーマタイ トル

・ H13年 度   「結核 院内感染、今そ こにある危機」「 ミレニアムの結核」
・H14年 度   「DOTS STOP TB」 「2001年 高知県の結核通信簿」「変わる学校の結核対策」
1‖ 15年度   「高齢者の結核」「小児結核と BCG」

。H16年 度  「高知県根絶計画の検証について」

表 6 結核セミナーにおけるメインテーマ

・ Hll年 度   「集団発生・院内感染 をめ ぐって」

・ H12年 度   「高知・結核緊急事態宣言 2000」  1
・ H13年 度   「新世紀の結核戦略」       

リ

・ H14年 度   「結核対策の新たな展 望」

・ H15年 度   「これ か らの結核対策」

・ H16年 度   「新時代の結核対策 に向かって」

2)各 保健所 において、市町村の広報誌の活用:保 健所だよ りの発行、また地域の施設等に対す
る研修会を開催 L′ 、結核予防の普及啓発を行 っています。

表 7 保健所別 H15年度結核予防普及啓発の状況

東 部 年 6回 、保健所広報誌 「あむろレポー ト」 に結核予防啓発記事掲載

中 央 東 医療施設・養護施設の看護師等を対象に研修会を実施。学校に出向き結核の基礎知

識の講義。結核予防週間での PR等。学校保健法改正 について広報誌掲載。年 2回

「中央東通信」に結核予防記事掲載。

中 央 西 高齢者施設従事者対象 に院内感染対策の講演会開催。年 1回 「清流たよ り」に結核

予防記事掲載。医療監視の際に繰 り返 し指導 .

高 幡 高齢者施設 。医療従事者への出前講習会 (5ケ 所)開 催。ヘルバー対象に講義.ケ
ープルテ レビでの啓発 1ケ 月放映。各広報誌計 11回 啓発記事掲載。

幡 多 高齢者施設への出前講習会。管内健康ブ くり婦人会 リーダー会にてミニ講話。地区

ミニデ ィで講話。市町村広報等計 10回 掲載。結核対策の包括的見直 し、学校の結

核対策改正 について保健所広報誌 に掲載。

高知市 結核 セミナー、医療従事者研修会開催。年

し指導計 34件 :ホ ームペァジ掲載。マス

ヘの協力依頼。           ‐

回広報誌掲載。医療監視の際に繰 り返

ミとの連携。病院事務長会で結核対策

1

コ

3)結 核対策に携わる保健所職員等を専門機関等が行う研修の場へ派遣 し、人材養成及び知見の

習得に努めています。

2.目 標

1)医 療機関、高齢者施設、市町村等の自主的取 り組みを支援する。
2)医 療機関に対 し、診断の遅れ及び届け出の遅れを短縮するために、結核対策に関する啓発を

強化する。

3)地域住民、結核罹患率の高い国からの渡航 。滞在者やホームレスなどのハイリスク者への有
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症状 受診 の普及・啓発を強化する。

4)乳児の BCG接 種の周知徹底を行 う。

5)DOTSの 普及啓発 を行 う。

3.戦 略

1)結 核対 策 に関す る情報の フィー ドバ ックの推進

2)保 健所職 員等の知見の習得のための研修の充実及びその成果の活用

3)医療 関 係者等 に幅広 い知識 を普及す るための研修等の充実

4)医療機 関、高齢者施設、市町村、地域住民等 に対する啓発

5)医 師会 等 関係機 関との連携

6)DOTSの 推進   ‐

*結核対策 を積極的 に推進するため に、関係機関等 と連携の もと、保健所が主体 とな り:様 々

な機会 を活用 し、情報収集・発信 を行 う。
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語

あ

(五十音順 )

ドポカシー活

‖HOや米国の結核対策活動において Adovocacyと 称される活動。この語は従来「普及・啓発」と訳される

.こ とが多かったが、実際には「政策決定・推進のための情報活動」といった意味にとれ、ロビーやメディア
攻勢といった面が強い。(高知県においては、このような面を強調せずに「結核予防意識の普及と対策推進の
ための情報活動」としてこの用語を使用しています。)

か

喀痰検査                            ′

結核などにおいては、喀出痰により菌を検出することが決定的であり、確定診断と治療効果判定には欠く
ことのできない検査法:こ の中には喀出痰の塗抹、分離培養、同定、薬剤感受性試験などがあり、それぞれ
いくつかの検査方法がある。

厩感剌  1     1
結核感染を一度でも受けたことがあり、これにより結核に対する特異免疫を獲得し、発病を免れている状

態。ツベルクリン反応陽性、胸部X線上の治療所見などによって診断される。

結核予防法の規定に基Lづき設置される知事の諮問機関。結核の公費負担申請があった際に、治療の要否、
治療内容の適否等を審議し、診査意見を答申する。高知県では、選出された結核専門医と人権1741護委員によ
り構成され、適正医療の普及に尽力いただいている。

「コホー ト」とは、同一条件の暴露を経験してきた集団を意味し、結核コホー ト分析ではある一定期間の問
に新登録された患者を追跡し、その治療期間の菌所見や出来事を把握する事により、治療成績を評価するも
のとして、患者管理の評価として用いられる。

感染者が結核菌を吸入し、そめ菌が肺胞に定着し初めて感染が成立すること。

DOTは Direct Observed Treat■ entの略で、患者が服薬するのを日前で確かめる治療法の意味で使われる。
これに対しDOTS(Directly Observed Therapy,short Coursc)に は 5つの要素 (①政府の関与、②喀痰塗抹
検査を基本とする有症状者の発見、③DOTを使った短期化学療法、④薬剤の安定供給、⑤患者記録と報告に
基づく対策実施状況の監視と評価)がありt主に結核高蔓延国を中心に展開されているが、日本においては、
必要に応じて DOTも 取り入れる包括的な廂薬支援体制という理解のもと、日本版 2日上紀型 DOTS ttllEを 推進
している。

段階法ツベルクリン

ツベルクリン反応検査を 2回行い (実際的には第 1回 目のツ反が強陽性だったものを除き第 2回 目のツ反
を 1～ 3週間後に行う方式がFiJJめ られる)、 その成績を発赤長径ミリ数、副反応の種類 。有無を含めて記録し
ておくことをいう。特に第 2回 日のツ反応成績はベースラインのツ反結果として、結核患者発見時の接触者
検診などで実施するツ反に際して、結核感染の判定に有力な参考となる。結核への暴露の危険性が特に強い
一部職I_iに あっては、基4L値 を得ておくためにこの検査が推奨されている。(なお、精度の高い新たな結核診
断法としてクウォンティフェロンT32G(QFT-2G)が注目を集めているが、布i格や判定基4L等の検討に課題が
あるため、本計画では現在一般実用化されている検益法として 2段階法ツベルクリン反応検査の推進を掲げ
ています:)

や

“

剤治療
|

「結核医療の基4L」 に定めた初回治療時の標4E治療法として薬剤と卿l間 を指定している治療。この治療によ
り、IN11(イ ソニアジド)と RFP(リ ファンピシン)、 PZA(ピ ラジナミド)、 SM(ス トレプ トマイシン)又は
EB(エタンプトール)の治療を6ヶ 月 (PZAは最初の2ヶ 月)行うことで、治療効果が証明されている。
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